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本
日
こ
こ
に
、
新
年
度
に
臨
む
私
の

所
信
及
び
村
政
の
基
本
方
針
を
申
し
上

げ
、
村
民
の
皆
様
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

令
和
５
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
５

月
８
日
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
が
、
季
節
性

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
と
同
じ
「
５
類
」

に
移
行
と
な
り
、
行
動
制
限
が
求
め
ら

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

感
染
症
対
策
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
行

わ
れ
、
本
村
に
お
き
ま
し
て
も
、
中
止

し
て
お
り
ま
し
た
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、

７
月
末
に
４
年
ぶ
り
に
「
平
維
盛
の
大

祭
」
を
開
催
し
、
村
内
外
か
ら
村
の
人

口
の
５
倍
を
超
え
る
約
１
，
７
０
０

人
に
来
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来

場
さ
れ
た
方
々
に
村
の
特
産
品
や
郷
土

料
理
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
約
３
，

０
０
０
発
の
花
火
が
野
迫
川
村
の
夜
空

を
彩
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
大
使
館
の
ト
マ
ー
シ
ク
特
命
全
権
大

使
に
ご
挨
拶
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
来

場
者
に
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
料
理
（
グ
ラ
ー

シ
ュ
、
ロ
ク
シ
ェ
）
を
振
る
舞
う
な
ど
、

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
の
交
流
を
行
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、

私
自
身
、
野
迫
川
村
の
魅
力
、
活
力
及

び
可
能
性
を
再
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

一
方
、
足
元
の
経
済
状
況
に
つ
い
て

は
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
経
済
社
会
活
動
の

正
常
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
物
価

高
騰
の
長
期
化
や
国
際
情
勢
の
影
響
等

に
よ
り
不
確
実
性
が
増
し
て
お
り
ま

す
。
令
和
６
年
も
物
価
高
騰
や
資
材

不
足
に
よ
る
経
常
経
費
の
増
加
が
見
込

ま
れ
、
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
て
い

る
中
で
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

対
し
、
福
祉
、
医
療
、
教
育
、
子
育
て

を
は
じ
め
と
す
る
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
の
確
立
や
、
地
域
活
性
化
と
人

口
減
少
抑
制
を
目
指
す
地
方
創
生
の
取

組
、
更
に
は
、
全
国
各
地
で
発
生
し
て

い
る
自
然
災
害
に
対
す
る
防
災
・
減
災

対
策
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
諸
問
題
へ

の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
本
村
に
お
き
ま
し
て
も
、
人
口
減
少
、

過
疎
化
、
高
齢
化
、
限
界
集
落
が
深
刻

な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
基
幹
産
業
で

あ
る
林
業
の
担
い
手
不
足
な
ど
地
域
活

力
が
減
退
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
自
主

財
源
が
乏
し
く
、
厳
し
い
財
政
状
況
で

は
あ
り
ま
す
が
、
国
際
情
勢
や
国
、
県

な
ど
の
動
き
を
的
確
に
捉
え
な
が
ら
、

本
村
の
特
性
・
資
源
を
最
大
限
に
生
か

し
つ
つ
、
村
民
の
皆
様
と
一
体
と
な
っ

て
、
村
の
活
性
化
は
も
と
よ
り
、
村
民

の
皆
様
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
村
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
６
月
に
岡
山
県
西
粟
倉

村
に
お
い
て
小
水
力
発
電
施
設
・
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
製
造
施
設
、
９
月
に

高
知
県
大
川
村
に
お
い
て
人
口
減
少
対

策
及
び
機
械
化
林
業
等
に
つ
い
て
議
員

の
皆
様
と
視
察
に
行
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
視
察
も
学
ぶ
こ
と

が
多
く
あ
り
、
大
変
有
意
義
な
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
引
き
続

き
先
進
事
例
や
類
似
事
例
を
参
考
に
し

な
が
ら
、
村
づ
く
り
に
活
か
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

村
政
運
営
の
基
本
目
標

　

令
和
６
年
度
の
村
政
運
営
に
当
た
り

ま
し
て
は
、
施
策
の
「
質
的
転
換
」
を

図
る
と
と
も
に
、「
選
択
と
集
中
」
を

徹
底
し
、
真
に
必
要
で
効
率
的
な
施
策

の
再
構
築
を
図
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

新
時
代
に
対
応
し
た
地
方
公
共
団
体
の

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
職
員
の
能
力

を
向
上
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
、
組
織
力
の

向
上
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
考
え
、

目
標
を
持
ち
な
が
ら
、
創
意
工
夫
を
凝

ら
し
、
長
ら
く
自
主
的
・
主
体
的
な
行

政
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う
意
識
改
革
を

し
な
が
ら
、
施
策
・
事
業
の
見
直
し
等

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
村
政
運
営
の
基
本
目

標
は
２
つ
で
す
。

　

ま
ず
１
つ
目
の
基
本
目
標
は
「
地
方

創
生
の
推
進
」
で
す
。

　

人
口
の
減
少
、
高
齢
化
と
い
う
課
題

に
対
処
す
る
た
め
、
本
村
が
自
ら
考
え

る
真
の
地
方
創
生
を
目
指
し
、
少
子
化

対
策
、
定
住
・
交
流
人
口
の
獲
得
な
ど
、

戦
略
性
・
創
造
性
を
持
っ
て
今
取
り
組

令
和
６
年
度

村
長
施
政
方
針
（
要
旨
）
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む
べ
き
施
策
を
構
築
し
ま
し
た
。

　

２
つ
目
の
基
本
目
標
は
「
未
来
へ
つ

な
ぐ
改
革
」
で
す
。

　

野
迫
川
村
が
将
来
に
わ
た
り
持
続
可

能
な
財
政
構
造
を
確
立
で
き
る
よ
う

に
、
国
や
県
に
お
け
る
補
助
金
の
活
用

等
に
よ
る
財
政
健
全
化
策
を
講
じ
る
こ

と
で
、
次
世
代
へ
の
責
任
を
果
た
せ
る

よ
う
、
村
政
又
は
行
政
改
革
を
推
進
し

ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い

て
も
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
さ
と
ふ
る
」

に
よ
り
拡
充
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
収

入
確
保
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

　

私
は
、
奈
良
新
聞
に
今
年
の
一
文
字

と
し
て
、
挑
む
や
挑
戦
と
い
う
や
る
気

を
意
味
す
る
「
挑
」
と
い
う
字
を
あ
げ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
買
い
物

バ
ス
の
運
行
開
始
な
ど
新
し
い
こ
と
を

始
め
た
昨
年
に
負
け
な
い
よ
う
、
村
民

の
皆
様
と
と
も
に
野
迫
川
村
の
未
来
に

向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
村
民
の

皆
様
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
な

村
づ
く
り
を
進
め
る
に
あ
た
り
ま
し
て

は
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針

　

続
き
ま
し
て
、
令
和
６
年
度
の
予
算

編
成
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
村
は
、
村
税
収
入
が
極
め
て
少
な
く
、

自
主
財
源
を
地
方
交
付
税
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

　

国
が
示
し
た
地
方
財
政
計
画
で
は
、

令
和
６
年
度
の
地
方
交
付
税
は
、
こ
ど

も
・
子
育
て
政
策
の
推
進
、
地
域
脱
炭

素
の
一
層
の
推
進
、
消
防
・
防
災
力
の

一
層
の
強
化
等
へ
の
対
応
に
よ
り
令
和

５
年
度
と
同
等
の
見
込
み
で
あ
り
ま
す

が
、
大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

厳
し
い
状
況
が
続
く
中
に
お
い
て

も
、
村
の
存
続
・
地
域
活
性
化
の
た
め

に
、
限
ら
れ
た
財
源
を
効
果
的
・
効
率

的
に
配
分
し
な
が
ら
予
算
編
成
・
執
行

す
る
こ
と
で
、
地
方
創
生
へ
の
歩
み
を

確
実
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

令
和
６
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
可
能
な
限
り

歳
入
と
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
な

が
ら
、
国
や
県
の
補
助
制
度
を
活
用
し
、

必
要
な
施
策
に
は
重
点
的
に
配
分
す
る

予
算
編
成
を
行
い
ま
し
た
。

　

予
算
規
模
で
す
が
、
一
般
会
計
に
つ

き
ま
し
て
は
、
予
算
総
額
１
７
億
３
，

６
０
９
万
５
千
円
と
な
り
、
前
年
度
比

１
４
．
１
％
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
特
別
会
計
を
含
め
た
予
算
の

総
額
は
２
０
億
６
，
１
３
７
万
２
千
円

と
前
年
度
比
１
１
．
５
％
の
増
額
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
拡
充
等
に
よ
り
自
主

財
源
の
増
加
を
図
る
と
と
も
に
、
国
・

県
の
補
助
金
や
交
付
金
を
積
極
的
に
活

用
し
て
、
村
の
施
策
を
実
施
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
主
な
取
り
組
み

　

令
和
６
年
度
に
か
か
る
取
り
組
み
と

し
て
、
２
つ
の
事
業
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

　

一
つ
目
は
、「
一
般
社
団
法
人
の
設

立
・
運
営
」
で
す
。
村
内
唯
一
の
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
つ
い
て
、
事
業
承
継

の
受
け
皿
と
し
て
、
一
般
社
団
法
人
を

設
立
・
運
営
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、

中
長
期
的
に
は
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

だ
け
で
な
く
、
地
域
資
源
を
生
か
し
て

新
た
な
賑
わ
い
と
活
力
を
創
出
し
、
新

た
な
雇
用
を
生
み
、
野
迫
川
村
で
の
暮

ら
し
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交

流
人
口
の
拡
大
と
地
域
活
性
化
を
図

り
、
魅
力
あ
る
村
づ
く
り
に
寄
与
す
る

よ
う
な
組
織
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

二
つ
目
は
、「
混
交
林
誘
導
整
備
事

業
」
で
す
。
奈
良
県
森
林
環
境
税
の
使

途
事
業
で
あ
る
「
混
交
林
誘
導
整
備
事

業
」
を
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
を
部
分
的
に

伐
採
し
て
、
広
葉
樹
等
を
植
栽
し
、
併

せ
て
そ
の
周
辺
の
間
伐
を
行
う
も
の
で

あ
り
、
手
入
れ
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た

森
林
を
防
災
機
能
の
高
い
森
林
へ
誘
導

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
村
に
と
っ
て
財
政
負
担
を
軽

減
す
る
と
と
も
に
、
真
に
必
要
な
施
策

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
予
算
に
つ
き
ま
し
て
も

引
き
続
き
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
は

あ
り
ま
す
が
、
生
活
に
不
可
欠
な
社
会

基
盤
整
備
や
社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
、

教
育
関
係
の
取
組
に
加
え
、
産
業
や
地

方
創
生
の
取
組
な
ど
、
村
に
と
っ
て
必

要
な
事
業
を
選
択
と
集
中
に
よ
っ
て
、

効
率
的
で
無
駄
の
な
い
予
算
の
適
正
執

行
を
心
掛
け
て
ま
い
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

令
和
６
年
度
の
施
政
方
針
及
び
予
算

編
成
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
諸
施
策
の
実
現
は
、

私
ひ
と
り
で
成
し
え
る
も
の
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
緊
張
感
を
持
っ
て
誠
実
に
、

意
思
決
定
機
関
で
あ
る
議
会
や
村
民
の

皆
様
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
職
員

一
丸
と
な
っ
て
全
力
を
注
い
で
ま
い
る

決
意
で
あ
り
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を

心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
６
年
３
月
５
日

野
迫
川
村
長　
吉 

井 

善 

嗣
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地方交付税地方交付税

繰入金繰入金

県支出金県支出金

村債村債

国庫支出金国庫支出金

諸収入諸収入繰越金繰越金
使用料及び手数料使用料及び手数料

村税村税
地方譲与税地方譲与税

地方交付税

繰入金

県支出金

村債

国庫支出金

諸収入繰越金
使用料及び手数料

村税

地方消費税交付金
分担金及び負担金
環境性能割交付金
寄附金
財産収入
配当割交付金
法人事業税交付金
株式等譲渡所得割交付金
利子割交付金
地方特例交付金

地方譲与税

予備費

総務費総務費

農林水産商工費農林水産商工費

公債費公債費

土木費土木費

民生費民生費

衛生費衛生費 総務費

農林水産商工費

公債費

土木費

民生費

衛生費

教育費

消防費

議会費 災害復旧費

令和６年度 一般会計予算　

予算総括表

地方交付税
繰入金
県支出金
村債
国庫支出金
地方譲与税
村税
使用料及び手数料
繰越金
諸収入
地方消費税交付金
分担金及び負担金
環境性能割交付金
寄附金
財産収入
配当割交付金
法人事業税交付金
株式等譲渡所得割交付金
利子割交付金
地方特例交付金

8 億 3,978 万 7 千円
1 億 9,970 万 9 千円
1 億 8,762 万 8 千円
1 億 8,660 万 6 千円

9,491 万 9 千円
7,138 万 6 千円

6,578 万円
3,092 万 8 千円

3,000 万円
1,172 万 2 千円
1,111 万 5 千円

190 万 6 千円
173 万 2 千円

101 万円
86 万円

55 万 1 千円
29 万 9 千円
12 万 3 千円
3 万 3 千円

1 千円

総務費
農林水産商工費
公債費
土木費
民生費
教育費
消防費
議会費
災害復旧費
予備費

4 億 2,953 万 5 千円
4 億 2,700 万円

2 億 2,559 万 2 千円
2 億 377 万 1 千円

1 億 4,029 万円
8,951 万 2 千円
6,981 万 9 千円
3,030 万 9 千円

700 万円
100 万円

歳入  17億3,609万5千円

歳出  17億3,609万5千円

①一般会計
会　　計 R5年度予算額 R6年度予算額 差引増減額 増減率
一般会計 15 億 2,116 万 4 千円 17 億 3,609 万 5 千円 2 億 1,493 万 1 千円 14.1%

特
別
会
計

国民健康保険（事業） 6,145 万 7 千円 5,247 万 8 千円 △ 897 万 9 千円 △ 14.6%
国民健康保険（直診） 5,898 万 8 千円 6,214 万 7 千円 315 万 9 千円 5.4%
介護保険 9,128 万 7 千円 8,811 万 1 千円 △ 317 万 6 千円 △ 3.5%
代替バス 2,086 万 7 千円 2,387 万 4 千円 300 万 7 千円 14.4%
温泉 1,782 万 5 千円 1,895 万 1 千円 112 万 6 千円 6.3%
分収造林 1,200 万円 1,256 万 2 千円 56 万 2 千円 4.7%
後期高齢者医療 1,227 万 7 千円 1,268 万円 40 万 3 千円 3.3%

公
営

企
業 簡易水道事業 5,228 万 1 千円 5,447 万 4 千円※ 219 万 3 千円 4.2%

合　　計 18 億 4,814 万 6 千円 20 億 6,137 万 2 千円 2 億 1,322 万 6 千円 11.5%
※簡易水道事業会計に係る本年度予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額である。

令
和
６
年
度

村
の
予
算
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目的別主な事業
議会費

（議会運営にかかる費用） 3,030万9千円

総務費
（総務、選挙、税徴収などにかかる費用） 4億2,953万5千円
○広報誌等作成事業 327万3千円
　広報誌「広報のせがわ」を発行し、村内各世帯及び村外在
住の希望者に郵送するなど、村政をはじめ、村での出来事
を引き続き発信します。

○移住・定住促進施設指定管理 100万円
　地域の活性化と交流人口の増加を図るため、「ぶなの森」

（旧北今西小学校）の管理及び運営に関する業務を指定管理
者に委託します。

○地域おこし協力隊事業 4,169万4千円
　地域おこし協力隊を活用し、きのこの村づくり事業や山
林施業の担い手づくり、地域活性化を推進します。

民生費
（住民福祉全般にかかる費用） 1億4,029万円
○安否確認システム設置・管理事業 332万2千円
　ケーブルテレビのネットワークを活用した安否確認を行
い、地域のコミュニティと連携して高齢者の見守り体制を
構築・継続します。

○グループホームゆうゆう苑運営事業 1,041万9千円
　グループホームゆうゆう苑の運営を、指定管理者に委託
するとともに、必要な施設修繕、備品整備等を行います。

衛生費
（保健衛生、ごみ処理などにかかる費用） 1億1,226万7千円
○南奈良総合医療センターの運営 1,181万2千円
　南和広域医療企業団の理事者の一員として運営に参画し、
村民の医療体制の充実・強化の継続を図ります。

○一般廃棄物処理事業 2,716万6千円
　各地区のごみ回収・処理を引き続き行います。また、提
出された有価物の売買による資源のリサイクルとごみの減
量対策の拡充を図ります。

農林水産商工費
（農林水産業、観光事業などにかかる
費用） 4億2,700万円
○地域づくり推進事業 3,636万円
　村の地域産業を継承し、地域振興を行う基礎組織として、
一般社団法人を設立します。新たな雇用の創出、交流人口
拡大、地域活性化を図り、魅力ある村づくりに寄与するこ
とを目的とします。

○森林環境譲与税利用事業 6,008万9千円
　森林環境譲与税を活用して、新たに薪ボイラーの導入に
向けた設計委託業務や、運搬ドローンを利用した実装実験、
間伐材を活用した特産品の開発などに取り組みます。

○林道の整備・維持管理の推進 1億8,041万円
　県の補助事業を活用し、林道ホラ谷立里線等の開設工事、
林道タイノ原線の舗装工事等を進めます。また、橋梁点検
など、林道の維持管理を計画的、効率的に進めます。

土木費
（道路、住宅整備などにかかる費用） 2億377万1千円
○道路改良等整備工事（社会資本整備交付金事業）　
 9,040万8千円
　国の補助事業を活用し、村道上垣内立里線、村道上高野
線の舗装補修工事、村道上垣内水ヶ峰線の災害防除工事等
を進めます。また、橋梁点検など、村道の維持管理を計画的、
効率的に進めます。

○空き家対策総合支援事業 1,272万8千円
　移住定住を促進するため、空き家を改修して移住定住者
が利用出来る住宅を整備します。

消防費
（消防設備の整備、消防団運営にかか
る費用） 6,981万9千円
○奈良県広域消防組合負担金 5,409万6千円
　奈良県広域消防組合に、引き続き参画し、常備消防・救
急体制の適正化を進めます。

教育費
（小中学校運営、社会教育など教育振
興にかかる費用） 8,951万2千円
○ ICT 教育の推進 219万円
　義務教育学校において、ICT を活用した授業・学習を推
進するとともに、村外の学校との連携など、へき地教育の
推進に努めます。

○文化財保存事業 1,020万5千円
　野川弁財天本殿修理、熊野古道小辺路の整備等を行い、
後世に文化財を遺します。また小辺路世界遺産登録20周年
であるため、PR を図ります。

災害復旧費
（災害復旧への備えにかかる費用） 700万円

公債費
（村債（借金）返済にかかる費用） 2億2,559万2千円

予備費 100万円
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議会の動き
令和６年３月
第１回定例議会

　令和６年３月第１回定例議会が３月５日に召集され、１２日に報告５件、議案２２件が次のとおり議決
されました。

報　告
報告第１号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（令和５年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第６号））
報告第２号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（令和５年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第７号））
報告第３号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（野迫川村手数料徴収条例の一部を改正する条例について）
報告第４号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（令和５年度野迫川村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出補正予算（第４号））
報告第５号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（令和５年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第８号））
条例改正ほか

議案第１号　　野迫川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
議案第２号　　野迫川村子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について　　　　　　
議案第３号　　野迫川村心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について　　　　　　
議案第４号　　野迫川村ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例
議案第５号　　野迫川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
議案第６号　　野迫川村介護保険条例の一部を改正する条例について
議案第７号　　野迫川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
議案第８号　　奈良広域水質検査センター組合規約の変更について
新年度予算

議案第９号　　令和６年度野迫川村簡易水道事業会計歳入歳出予算
議案第１０号　令和６年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算
議案第１１号　令和６年度野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算
議案第１２号　令和６年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出予算
議案第１３号　令和６年度野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出予算
議案第１４号　令和６年度野迫川村温泉事業特別会計歳入歳出予算
議案第１５号　令和６年度野迫川村分収造林事業特別会計歳入歳出予算　　　　　　　
議案第１６号　令和６年度野迫川村一般会計歳入歳出予算　
補正予算

議案第１７号　令和５年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号）
議案第１８号　令和５年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第５号）
議案第１９号　令和５年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）
議案第２０号　令和５年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号）
議案第２１号　令和５年度野迫川村分収造林事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第２２号　令和５年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）

一 般 質 問
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Ｑ 

特
産
品
に
つ
い
て

　

野
迫
川
村
に
は
、
あ
ま
ご
、
椎
茸
、
わ

さ
び
、
素
麺
、
野
川
野
菜
な
ど
数
多
く
の

特
産
品
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
特
産
品

を
活
用
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に

活
用
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
継

者
不
足
や
担
い
手
不
足
、
ま
た
施
設
や
設

備
の
老
朽
化
等
に
よ
り
今
後
の
生
産
基
盤

の
脆
弱
化
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
５
年
３
月
議
会
に
お
い
て
西
田
議

員
が
特
産
品
の
保
護
、
継
承
に
つ
い
て
質

問
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
回
答
の
中
で
吉
井

村
長
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
募
集
や
新

た
な
商
品
開
発
、
補
助
制
度
の
創
設
を
検

討
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後

ど
の
よ
う
な
考
え
で
、
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

A 【
吉
井
村
長
回
答
】

　

津
田
議
員
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
野

迫
川
村
の
特
産
品
は
、
後
継
者
不
足
や
担

い
手
不
足
に
よ
り
今
後
安
定
供
給
で
き
る

体
制
が
取
れ
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
今
回
、
一
般
社
団
法
人
を
設
立

し
、
村
の
特
産
品
の
活
用
や
商
品
開
発
、

安
定
供
給
な
ど
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
行

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
特
産
品
の
商

品
価
値
を
更
に
高
め
て
い
く
た
め
に
、
一

般
社
団
法
人
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
て

い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
社
団
法
人
が
地
域
お
こ
し

協
力
隊
の
派
遣
や
従
業
員
を
確
保
し
、
人

員
的
に
協
力
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
整
え
、

安
定
供
給
に
繋
げ
、
仕
事
の
増
加
、
人
の

増
加
を
目
指
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
施
設
や
設
備
に
関
し
て
は

今
後
ど
の
よ
う
に
村
が
支
援
で
き
る
か
検

討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｑ 

役
場
部
署
の
再
編
に
つ
い
て

　

南
部
東
部
地
域
の
野
迫
川
村
を
除
く
す

べ
て
の
町
村
に
お
い
て
、
地
域
振
興
課
や

企
画
政
策
課
等
の
課
が
設
け
ら
れ
、
地
域

振
興
や
移
住
・
定
住
対
策
等
を
中
心
と
し

た
施
策
を
行
う
組
織
作
り
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
村
に
と
っ
て
も
地
域
振
興
は
最

重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。
本
村
役
場
で
も
同
様
な
組
織
作
り

を
す
る
お
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

A 【
吉
井
村
長
回
答
】

　

当
村
は
令
和
２
年
国
勢
調
査
に
お
い
て
、

高
知
県
大
川
村
を
抜
い
て
、
離
島
を
除
い

て
日
本
で
人
口
が
一
番
少
な
い
村
と
な
り

ま
し
た
。
議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
地
域
振

興
、
移
住
定
住
対
策
は
最
重
要
課
題
の
一

つ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

役
場
部
署
に
つ
い
て
は
、
現
在
総
務
課
、

住
民
課
、
建
設
課
、
産
業
課
を
設
置
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
員
が
限
ら
れ
て

い
る
中
で
地
域
振
興
を
中
心
と
し
た
施
策

を
行
う
課
の
設
置
は
体
制
的
に
困
難
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
前
述
し
た
通
り
、
地
域
お

こ
し
協
力
隊
に
よ
る
人
員
の
強
化
を
も
と

に
、
引
き
続
き
産
業
課
が
中
心
と
な
り
地

域
振
興
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

Ｑ 

野
迫
川
村
総
合
計
画
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
３
月
に
策
定
さ
れ
た
「
野
迫

川
村
総
合
計
画
２
０
２
０
」
は
「
野
迫
川

村
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
（
改
定
版
）」
に
基
づ
い

て
策
定
さ
れ
、
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
人
口
は
、

そ
の
中
の
人
口
展
望
長
期
目
標
を
も
下

回
っ
て
い
る
状
況
で
す
の
で
、
今
こ
こ
で

見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

A 【
吉
井
村
長
回
答
】

　

野
迫
川
村
総
合
計
画
は
将
来
に
わ
た
っ

て
、
活
力
と
魅
力
あ
る
野
迫
川
村
を
築
い

て
い
く
た
め
に
策
定
し
ま
し
た
。
ま
た
野

迫
川
村
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
は
国
の
期
間
を
踏

ま
え
２
０
１
６
年
か
ら
２
０
６
０
年
と
い

う
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
本
村
が
目
指
す

べ
き
将
来
人
口
規
模
を
展
望
し
た
も
の
で

す
。
議
員
の
ご
指
摘
の
と
お
り
、
現
在
に

お
け
る
村
の
人
口
は
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
の
目

標
値
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
近
年
の
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
、
地
域
振
興
に
お
け
る
取

組
が
十
分
に
実
施
で
き
な
か
っ
た
部
分
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
実
施

で
き
な
か
っ
た
各
施
策
に
つ
い
て
改
め
て

推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
生
じ
た
課

題
に
対
し
て
も
、
時
期
を
逸
す
る
こ
と
な

く
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

Ｑ  

義
務
教
育
学
校
の
来
年
度
の
状
況
に
つ

い
て

　

先
月
「
暮
ら
す
奥
大
和
」
と
い
う
移
住

体
験
の
取
組
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
山
村

留
学
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
て
い
く
こ
と
の

難
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
３
月
１
日
の

学
級
編
成
に
関
わ
る
基
準
日
に
つ
い
て
は

特
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

３
月
１
日
時
点
に
お
け
る
来
年
度
の
学
校

の
状
況
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ

れ
に
対
し
て
新
た
に
行
わ
れ
る
対
策
等
が

あ
れ
ば
そ
れ
も
お
話
し
く
だ
さ
い
。

A 【
池
口
教
育
長
回
答
】

　

義
務
教
育
学
校
の
来
年
度
の
状
況
に
つ

い
て
、
３
月
１
日
現
在
の
令
和
６
年
度
の

児
童
生
徒
数
は
、
前
期
課
程
が
10
名
、
後

期
課
程
が
３
名
と
な
り
ま
す
。
教
員
の
配

置
数
に
つ
い
て
は
、
前
期
課
程
が
５
名
、

後
期
課
程
が
９
名
と
な
り
、
１
名
の
教
員

増
と
１
名
の
養
護
教
員
増
で
あ
る
ほ
か
、

五
條
市
と
の
共
同
配
置
事
業
で
技
術
の
免

許
教
員
が
週
１
回
程
度
来
ら
れ
ま
す
。
後

期
課
程
に
養
護
教
員
が
増
員
さ
れ
ま
す
の

で
、
特
別
支
援
学
級
等
に
積
極
的
に
入
っ

て
も
ら
い
、
生
徒
の
支
援
、
教
員
の
支
援

を
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

次
に
、
保
護
者
が
現
在
の
学
校
教
育
に

つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を
知
る
懇

談
会
を
実
施
し
、
そ
こ
で
出
た
意
見
を
、

で
き
る
限
り
学
校
運
営
に
活
か
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
様
々
な
大
学
と

連
携
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
や
も
の
づ

く
り
な
ど
、
子
供
が
興
味
を
持
ち
そ
う
な

体
験
を
用
い
た
授
業
が
実
施
で
き
る
よ
う

検
討
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
義
務
教
育
学
校
の
特
性
を
活
か

し
、
学
校
を
活
性
化
さ
せ
、
喜
ん
で
活
動

で
き
る
よ
う
な
場
所
に
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

一 般 質 問

津田議員

鈴木議員
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　３月２日（土）、橿原運動公園にて「第１９回市町
村対抗子ども駅伝大会」が開催され、野迫川小中学校
５年生の南龍之介さんと６年生の後藤楓河さんがタイ
ムトライアルレースに出場しました。
　大会当日は、風が強く肌寒い気候でしたが、野迫川
村の想いを胸に、寒さをものとはしない精いっぱいの
走りを見せてくれました。
　県内の多くの小学生が集まって競い合う場に参加で
き、とても良い経験となりました。

　３月５日（火）、小中学校で取り組んでいるふるさと学習において、村の郷土料理の調理
実習をしました。５年生から８年生の児童生徒と、講師として参加した郷土料理研究会の
会員４名とで、「つけ菜めし」、「ホット（弓手原）」に分かれて行いました。
　「つけ菜めし」は、白菜の古漬を使用しました。時間がかかり苦戦しながらも会員と一緒
に最後まで細かく刻むことができました。また、「ホット」でも、にんじん、ごぼう、小芋
などの根菜をピーラーや包丁、おろし金を使いながら、順番に刻みました。その後切った
材料を鍋で煮込み、おろし大根を鍋に入れました。
　給食の時間には、教職員や他の児童と一緒にできあがった料理を囲み、談笑しながら交
流することができました。野迫川に伝わる「料理」を通じて「ふるさと」を深く知る機会
となりました。

3/5 ふるさと学習：「郷土料理」の調理実習で交流

3/2 第１９回市町村対抗子ども駅伝大会

むらの話題むらの話題野迫川村からのお知らせ野迫川村からのお知らせ
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令和６年５月　診察予定表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１日 ２日 ３日
担当医師

休　診 休　診

憲法記念日
受付
時間

午前

休　診
午後

送迎
地区

午前
午後

６日 ７日 ８日 ９日 １０日
担当医師 振替休日 辻本凌悦医師

休　診

★歯科診療
谷本陸医師

受付
時間

午前

休　診

8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 寳達照樹医師 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 今井～上
９:30 ～ 11:30

平～弓手原
午後 池津川

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日
担当医師 辻本凌悦医師 辻本凌悦医師

休　診 休　診

谷本陸医師
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上 平～弓手原
午後 池津川

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日
担当医師 辻本凌悦医師 辻本凌悦医師

休　診

★歯科診療
谷本陸医師

受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 休診（出張診療） 寳達照樹医師 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上
９:30 ～ 11:30

平～弓手原
午後

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日
担当医師 辻本凌悦医師 辻本凌悦医師

休　診 休　診

谷本陸医師
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 午後休診 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上 平～弓手原
午後

内科・外科診療：月曜日、火曜日、金曜日（祝日を除く）      
歯科診療：第２木曜日・第４木曜日の午前中のみ（祝日を除く）
ご不明な点がありましたら診療所までお問い合わせ下さい。
※受付時間厳守でお願い致します。
●お問い合わせ先● 　国民健康保険診療所　ＴＥＬ：０７４７–３７–２２０２

野迫川村からのお知らせ野迫川村からのお知らせ

診療所からのお知らせ
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　野迫川村内に住所がある６５歳以上の人や障がいのある人等には村営バスを無料で利用できる
乗車券（ふくろうバスカード）を発行しています。
ふくろうバスカードの発行を希望される場合は役場住民課へ申請してください。
※野迫川村営バスでのみ利用可能です。南海バス等では利用できません。

（交付対象者）
①村内に住所を有し６５歳以上の者
② 村内に住所を有し身体障害者手帳又は療育手帳を

所持している者及びその介助者１名
③ 村内に住所を有し６５歳未満で要介護認定を受け

ている者
④ 村内の介護事業所等に所属し、業務で②や③の人

を介護、介助する者
●お問い合わせ先● 　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

　令和６年度より、介護保険料の３年ごとの見直しを行いました。令和６年度から令和８年度ま
での期間の保険料基準額（月額）は令和３年度から令和５年度までと変更せず、６，３４５円とい
たします。ただし所得段階別の負担割合が国から示されましたので、本村でも保険料段階を国の
標準段階である１３段階に設定しました。
所得段階 所得の条件 基準額

に対する割合
保険料
（月額）

保険料
（年額）

第１段階
・生活保護被保護者
・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

0.285 1,808円 21,696円

第２段階 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120
万円以下 0.485 3,077円 36,924円

第３段階 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 0.685 4,346円 52,152円

第４段階 本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収
入等80万円以下 0.9 5,711円 68,532円

第５段階 本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金収
入等80万円超 1.0 6,345円 76,140円

第６段階 住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 1.2 7,614円 91,368円
第７段階 住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 1.3 8,249円 98,988円
第８段階 住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 1.5 9,518円 114,216円
第９段階 住民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 1.7 10,787円 129,444円
第10段階 住民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 1.9 12,056円 144,672円
第11段階 住民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 2.1 13,325円 159,900円
第12段階 住民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 2.3 14,594円 175,128円
第13段階 住民税課税かつ合計所得金額720万円以上 2.4 15,228円 182,736円

●お問い合わせ先● 　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

ふくろうバスカードのお知らせ

介護保険料改定のお知らせ
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最近、よく眠れていますか？
　今年の冬は雪が少なく過ごしやすかったですが、暖かくなったり寒くなったり気温の差が
ある日が続くと体調も崩れがちです。

　体調と同じように睡眠のリズムも崩れやすくなります。みなさんは毎日どれくらい寝てい
ますか？睡眠が健康にとって大切なことはよくご存じだと思います。

【睡眠の効果】
　・脳と身体の休養
　・記憶の整理
　・傷んだところの修復
　・こころのメンテナンス　　　
　・寝る子は育つ　　　　　　など

　十分な睡眠がとれていなかったり、うまく眠れていないとこころと身体に大きな負担がか
かります。
　また、生活習慣病などの原因になることもあります。

【良い睡眠をとるためには・・・】
　・朝起きたら日光をあびる
　・昼間はよく動く、昼寝は適度に
　・食事は規則正しく、食べすぎない
　・寝る2 ～ 3時間前にお風呂につかる

【睡眠時間 ( 推奨 )】
　・成　人　６時間以上寝る
　・こども　小学生：９～ 12時間　中学・高校生：8 ～ 10時間
　・高齢者　寝床で8時間以上すごさない　

　必用な睡眠時間はひとそれぞれですので、推奨時間はめやすとしてください。

　あたらしい年度が始まります。
　この機会にぜひご自身の睡眠について考えてみてください。

こんにちは、渡邊です
　昨年8月から住民課でお世話になっ
ている保健師です。
　野迫川村に来るまでは、病院で検査
をしたり、田舎の自治体にいたり、コ
ロナ対策をしたりしていました。
　わからないことが多いので、突然み
なさまに質問したりしますが、教えて
いただけるとうれしいです。
　どうぞ、よろしくお願いいたします。

保 健 師

ワタナベの健康コラムワタナベの健康コラム
ゆるっとゆるっと
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　弓手原地区に伝わる郷土料理。たかのつめ、とうがらしなどが入るため、口に入れた時辛くてピリ
ピリすることから「ホット」という名前がついたと言われている。大根、にんじん、ごぼう、小芋など
沢山の根菜が入る料理である。

材料（３人分）
大根（長い大根）１本
にんじん　　　小１本
ごぼう　　　１／２本
こんにゃく　　　半丁
小芋　　　　　　５個

たかのつめ　　　　１本
油　　　　　　大さじ２
薄口しょうゆ　大さじ３
酒、みりん　　大さじ２
だし汁　　　　２カップ

　
作り方
　１．にんじん、小芋は、乱切りにする。
　２．ゴボウは、ささがきより少し大きめにする。
　３．こんにゃくは、短冊に切る。
　４．鍋に油を入れ、材料を炒める。
　　　油が全体にまわれば、だし汁、調味料を入れて、ごぼうが柔らかくなるまで、弱火で煮る。
　５．大根おろしの水気を切って、煮汁のある間に入れて煮る。 

　障がいのある方は、NHK 放送受信料の減免が受けられます。具体的な免除基
準は次のとおりです。

【全額免除】
　世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳（身体障害者手帳、療育手帳（または
判定書）、精神障害者保健手帳のいずれか）をお持ちで、かつ、世帯全員が市町
村民税非課税の場合

【半額免除】
　次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
＊視覚・聴覚障害者（身体障害者手帳をお持ちの方）
＊重度の障害者
　・身体障害者手帳：１級または２級
　・療育手帳（または判定書）：「最重度」または「重度」に相当する記載
　・精神障害者保健福祉手帳：１級
　免除の適用を受ける場合は、NHK の免除申請書に必要事項をお書きいただき、
村から免除基準に該当する「証明」を受けて、NHK に提出していただくことにな
ります。

●お問い合わせ先● 　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

障がいを要件とする NHK 受信料の免除について障がいを要件とする NHK 受信料の免除について
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◎令和６・７年度の保険料率について
　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公
費によって運営されています。
　後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てる
ため、次のとおり保険料率の改定を行いました。

（現行）令和４・５年度

➡
（改正後）令和６・７年度

・均等割額　　　５０，５００円 ・均等割額　　５１，５００円

・所得割率　　　　９．９３％ ・所得割率　　　１０．５５％※

 　　※基礎控除後の所得５８万円以下の被保険者は１０．０６％（Ｒ６年度のみ）

◎保険料賦課限度額の改定　
　令和６年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。
　これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。

・一人当たり上限額 ６６万円 ➡ ・一人当たり上限額 ８０万円※

　　　　※ 障害認定を除いて、Ｒ６．４．１以降に資格取得した被保険者以外等は７３万円
　　　　　（令和６年度のみ）

◎保険料の軽減について
【保険料均等割額の軽減】
　世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。
● ６５歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大１５万円を控除し、
　軽減判定されます。
● 軽減判定は４月１日（４月２日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。

対象者の所得要件
（同一世帯内の被保険者と世帯主の

総所得金額等の合計額）※１

均等割の軽減割

令和６・７年度

基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（給与所得者等※２の数－１）以下 ７割

基礎控除額（４３万円）＋２９．５万円×（被保険者数）＋１０万円
×（給与所得者等の数※２－１）以下 ５割

基礎控除額（４３万円）＋５４．５万円×（被保険者数）＋１０万円
×（給与所得者等の数※２－１）以下 ２割

　※１　 軽減の基準となる「１０万円×（給与所得者数等の－１）」は世帯主と同一世帯の被保険者に
　　　　給与所得者等が２人以上いる場合に計算します。
　※２　一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方
●お問い合わせ先●  住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

 奈良県後期高齢者医療広域連合　ＴＥＬ：０７４４－２９－８４３０

後期高齢者医療保険料率の算定について後期高齢者医療保険料率の算定について
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　「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者
の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に障がい者割引の対象となります。
手続きは、役場窓口又はオンラインにおいて行っていただきます。
　なお、ETC 無線通行（ノンストップ走行）での障害者割引の適用を希望される場合は、別途 ETC 利用
申請が必要になります。
役場窓口での申請の場合
　ETC 無線通行（ノンストップ走行）を利用しない場合
　　１．身体障害者手帳または療育手帳
　　２．登録を希望される自動車の自動車検査証等（車検証）
　　３．運転免許証（障害者ご自身が運転される場合のみ）
　　４．ご本人が来られない場合は、委任状等代理人であることが確認できる書類
　　５．割賦契約書又はリース契約書（割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合）
　ETC 無線通行（ノンストップ走行）を利用する場合
　　１．身体障害者手帳または療育手帳
　　２．登録を希望される自動車の自動車検査証（車検証）
　　３．運転免許証（障がい者ご本人が運転される場合のみ）
　　４．ご本人が来られない場合は、委任状等代理人であることが確認できる書類
　　５．割賦契約書又はリース契約書（割賦購入又は長期リースにより自動車
　　　　を利用されている場合）
　　６． ETC カード（※障害者本人名義のものに限ります。ただし、対象障害者が未成年の重度障害者で、

本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合
については特例として、親権者又は後見人名義も対象となります。）

　　７． 登録を希望される障害者割引の対象となる自動車に取り付けられた車載器の「ETC 車載器セット
アップ申込書・証明書」

オンラインによる申請の場合
　オンラインで各種申請（新規申請・変更申請・更新申請）を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ
等の詳細については、スマートフォン等より有料道路における障害者割引制度のオンライン申請からご確
認ください。

●お問い合わせ先● 　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

　自動車税種別割の納期限は５月３１日（金）です。 
　自動車税種別割は、毎年４月１日現在の所有者（割賦販売などの場合は使用者）に課税されます。必ず
納期限までに納付してください。納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
　金融機関の窓口のほか、コンビニ、ペイジー、スマートフォン決済アプリケーション、地方税お支払サ
イト（www.payment.eltax.lta.go.jp/）でも納付ができます。詳細につきましては、納税通知書に同封
のチラシをご覧ください。 
　自動車税種別割納税通知書が届いていない場合は、下記へご連絡ください。 
※ 住所を変更された方や県外ナンバーの自動車をお持ちの方は、運輸支局ですみやかに変更登録の手続を

してください。

●お問い合わせ先● 　奈良県自動車税事務所 自動車税第一課　ＴＥＬ：０７４３－５１－００８１

有料道路における障がい者割引制度について有料道路における障がい者割引制度について

奈良県自動車税事務所からのお知らせ奈良県自動車税事務所からのお知らせ
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　県立明日香養護学校では、肢体不自由を有する幼児児童生徒、および病弱教育対象生徒の保護
者や担任に対して、各児童生徒の指導支援等の教育相談を実施しています。また、本校への入学
等を考えるための学校見学会や体験学習を行っています。詳細につきましては、以下の内容をご
覧ください。
１　教育相談について
　　事前にお電話でお問い合わせ（土・日・祝日は除く）をお願いします。
　　相談の実施日については、調整させていただきます。
　　相談内容については、次のような事項が考えられます。
　　○ 肢体不自由を有する幼児児童生徒の就学や在宅訪問教育、病弱教育対象の生徒の進学に関

する相談について
　　○ 児童生徒の指導・支援について

２　学校見学会について
　 　実施時期は、５月の末に実施を予定しています。詳細が決まり次第、本校ホームページに掲

載します。当日は、本校（病弱教育部門・肢体不自由教育部門）の概要説明の後、児童生徒が
授業を受けている様子を見学していただく予定です。

３　第１回体験学習について
　　対象は、次の方となります。
　○肢体不自由を有する年長児、小学６年生、中学３年生とその保護者、担任
　○病弱教育対象の中学３年生とその保護者、担任
　現在、以下の実施日を予定しています。
　　「肢体不自由教育部門」
　　　小学部　令和６年　６月１２日（水）１３時２０分～１６時
　　　中学部　　〃　　　６月１９日（水）１３時２０分～１６時
　　　高等部　　〃　　　６月２６日（水）１３時２０分～１６時
　　「病弱教育部門」
　　　高等部　令和６年　６月２６日（水）１３時２０分～１６時
　申し込み締切は５月３１日（金）必着です。
　なお、開催日を変更する場合がございます。ご理解ご協力をお願いいたします。

４　問い合わせ、申し込みについて

●お問い合わせ先● 　明日香養護学校　教育支援部　辻　ＴＥＬ：０７４４－５４－３３８０

明日香養護学校からのお知らせ明日香養護学校からのお知らせ

15 No.552（令和６年４月号）のせがわ



　「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年１２月２２日閣議決定）に令和６年分の所得税につい

て定額減税を実施することが盛り込まれました。

　今後、関係する税制改正案が成立し、施行された場合には、令和６年６月１日以後最初に支払

う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになりますので、事業者（給与支払者）

の方を対象とした説明会を以下の日程で開催致します。
開催日時 開　催　場　所 定　員 説　明　内　容

４月　５日（金）
１４：００～１６：００

吉野税務署
（２Ｆ大会議室）
吉野町丹治２００番１

１５名
（要予約）

● 制度解説用動画の上映（約３０分）
　・ 定額減税制度の概要
　・ 具体的な事務手続の説明
●質疑応答
　※ 途中退席していただいても
　　構いません。　

４月１２日（金）
１４：００～１６：００

４月１９日（金）
１４：００～１６：００

４月２６日（金）
１４：００～１６：００

５月１０日（金）
１４：００～１６：００

５月１７日（金）
１４：００～１６：００

５月２４日（金）
１４：００～１６：００

５月３１日（金）
１４：００～１６：００

〔申込方法〕
　参加をご希望される方は、国税庁ＬＩＮＥアカウントから事前予約をお願い
いたします。

国税庁ＬＩＮＥアカウントはこちら　

〔その他参考情報〕
　国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」には、　
各種パンフレットやＱ＆Ａを掲載しておりますので、是非ご確認ください。

「定額減税特設サイト」はこちらからアクセス　

●お問い合わせ先●    吉野税務署　法人課税部門　０７４６－３２－３３８５
　　　　　　　　　　　  自動音声が流れましたら、音声案内に従って、『２』番を選択してくだ

さい。

定額減税説明会（源泉所得税関係）のご案内定額減税説明会（源泉所得税関係）のご案内
事業者必見！
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X（旧 twitter）

facebook

instagram

村内サービスのお知らせ
▼お買い物バス運行中（※行き先が一部変更になりました！）

コース 運行日 行き先
野川コース 第１、第３火曜日 イオン五條店
弓手原コース 第２、第４火曜日 スーパーセンターオークワ橋本店

※前日までに要予約（先着８名）／料金：無料
●お問い合わせ先●

　産業課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

▼配食サービス実施中
　６５歳以上の希望者へ毎月第２・４木曜日に手作りお弁当を
配達しています／料金：１食３００円
●お問い合わせ先●

　社会福祉協議会　ＴＥＬ：０７４７－３７－２９４１

▼福祉有償運送サービス運行中
　病院・施設への送迎の他、買い物や散髪等の日常生活に関す
る目的のために利用できます／要支援・要介護認定者など、利
用対象者に制限があります（詳しくは村社協まで）／料金：初
乗２㎞まで３００円、その後１㎞ごとに２０円ずつ加算
●お問い合わせ先●

　社会福祉協議会　ＴＥＬ：０７４７－３７－２９４１

村税・保険料納期限村税・保険料納期限

村の
最新情報はこちらから♪村の
最新情報はこちらから♪

税目・保険料　 納期限日

軽自動車税 ４月３０日（火）

　上記、納期限までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお願い
します。また、口座振替の引落しもこの日に行いますので、口座預
金の準備をお願いします。

●お問い合わせ先●  住民課 ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１
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●４月７日（日）アマゴ解禁 ●４月９日（火）小中学校入学式 ●４月２５日（木）狂犬病予防集合注射

村の人口／２月２９日現在　［世帯数］２０２戸　［人口］３２８人（男 １６４人・女 １６４人）

V
ol.552

　３月１５日（金）、保育所、小中学校の児童生徒１５名が弓手原の村有林にて植樹体験
を行いました。次代を担う子どもたちに森林への理解と関心を深めてもらおうと実施し
ました。約４ヘクタールの斜面の一角にキハダ、カツラ、ケヤキの３種類の苗木を植え
ました。掘った穴に高さ４０センチほどの苗木を入れ、丁寧に土をかぶせていきました。
手を真っ黒にしながらも、そこには笑顔の花がたくさん咲いていました。
　子どもたちは、「植えた木が立派になり、きれいな空気と水を育む森になってほしい」「う
まく植えられて良かった。大きく育って色々な葉っぱが見てみたい」と話してくれました。
　植え付けに先立ち、植樹の目的や苗木として植える樹種の特徴などの説明があり、地
域の特性に応じた多彩な樹種が混じった森に誘導することで、防災機能が高まったり、
さまざまな生き物の住み家になったりと、森林の持つ公益的機能についても学びました。

子どもたちが子どもたちが広葉樹植樹体験広葉樹植樹体験

今月の催し

大きく育て

㈱五條印刷所奈良県野迫川村 TEL0747-37-2101　FAX37-2107［編集・発行］ ［印刷］
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